
 

 

第２２期第２０回福岡県有明海区漁業調整委員会次第 

 

 

 

１ 日  時  令和６年３月７日（木） １４：００ 

 

 

２ 場  所   福岡県有明海水産会館  

（柳川市三橋町高畑271 TEL ０９４４－７３－６１６６） 

 

 

３ 議  題 

 

（１）水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画について（諮問）

                  資料１ 

 

（２）第３８１回福岡佐賀有明海連合海区漁業調整委員会について（報告）      資料２ 

 

（３）第４３回日本海・九州西広域漁業調整委員会について（報告）        資料３ 

 

（４）その他 

  ・有明海区でのＴＡＣ管理の検討状況について（報告）            資料４ 
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資  料  ２ 

（２２期２０回有明漁調委） 

（ 令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 ） 

 

 

第３８１回福岡佐賀有明海連合海区漁業調整委員会（概要） 

 

 
１．日 時  令和６年２月２７日（水） １５：００～ 

 

２．場 所  福岡県有明海水産会館（柳川市三橋町高畑２７１） 

 

３．出席者  

福岡佐賀有明海連合海区漁業調整委員会  委員１１名 

                    

４．臨席者 

水産庁九州漁業調整事務所         ４名 

佐賀県有明海漁業協同組合         ２名 

福岡有明海漁業協同組合連合会       １名 

佐賀県農林水産部水産課          １名 

佐賀県有明海区漁業調整委員会事務局    ２名 

福岡県農林水産部水産局漁業管理課     ２名 

福岡県有明海区漁業調整委員会事務局    ２名 

 

５．議題及び議決内容 

（１）令和６年度さし網等漁業福岡佐賀相互入漁許可方針について（協議）              

（説明） 

両県事務局から資料に基づき、令和６年度さし網等漁業福岡佐賀相互入漁許可方針 

について、操業旗の地と文字の色以外は現行の内容と変更ない旨を説明。 

（主な質疑や意見） 

   福岡委員：2 月 2 日に開催した福岡県有明海区漁業調整委員会において、原案のと

おり承認。 

   佐賀委員：1 月 26 日に開催した佐賀県有明海区漁業調整委員会において、原案のと

おり承認。 

（審議結果） 

   原案のとおり承認。 
 

（２）有明海における佐賀、福岡両県の漁業調整に関する協定書について（協議） 

（説明） 

事務局から資料に基づき、本年度の有明海における佐賀、福岡両県の漁業調整に関 
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する協定書（以下「協定書」と略）に係る行政間協議の経緯及び行政間協議におい 

てとりまとめた協定書第３条記載の「中島川（矢部川）みおすじ」の位置の案につ 

いて報告。 

（主な質疑や意見） 

   福岡委員：2 月 2 日に開催した福岡県有明海区漁業調整委員会において、両県行政

案を承認。 

   佐賀委員：1 月 26 日に開催した佐賀県有明海区漁業調整委員会において、両県行政

案を承認。 

（審議結果） 

   原案のとおり承認。 

 

（３）農林水産大臣管轄漁場における漁業権漁業の資源管理の状況等の報告について 

（報告） 

（説明） 

   水産庁九州漁業調整事務所から、資料に基づき、令和４年度の農林水産大臣管轄漁 

場における両県漁業権漁業の資源管理の状況等について報告。 

（主な質疑や意見） 

   なし。 

 

（４）操業区域が農林水産大臣の管轄する漁場を含む佐賀、福岡両県の許可漁業について 

（報告）      

（説明） 

   両県事務局より、資料に基づき、令和６年１月１日時点における農林水産大臣管轄 

漁場を含む両県の許可漁業について報告。 

（主な質疑や意見） 

   なし。 

 

（５）その他 

特になし。 

 



日本海・九州西広域漁業調整委員会第３６回九州西部会 

議 事 次 第 

１ 日 時：令和６年２月２１日（水）１３：３０から

２ 場 所：TKP新橋カンファレンスセンターホール１６D(web併用） 

（東京都千代田区内幸町１－３－１） 

３ 議 事 

（１）広域魚種の資源管理について

① 九州・山口北西海域トラフグ

② 有明海ガザミ

③ 南西諸島海域マチ類

（２）その他
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第 43 回 日本海・九州西広域漁業調整委員会 

 

議 事 次 第 

 

 

 

日 時：令和６年２月 22 日（木） 13：30～ 

場 所：ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター ホール 16Ｄ 

（東京都千代田区内幸町 1-3-1 幸ビルディング 16 階） 

 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

 

３ 議 題 

（１）太平洋クロマグロの遊漁に関する委員会指示について 

（２）九州・山口北西海域トラフグに関する委員会指示について 

（３）有明海ガザミに関する委員会指示について 

（４）広域魚種の資源管理について 

   ① 部会における取組 

   ② トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群 

   ③ 日本海沖合におけるベニズワイガニ 

   ④ 日本海西部・九州西海域マアジ、マサバ、マイワシ 

（５）その他 

① ＴＡＣ魚種拡大に向けた検討状況について 

② 令和６年度資源管理関係予算について 

③ その他 

 

４ 閉 会 
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１．広域資源管理方針の実施措置

有明海ガザミ広域資源管理方針に基づく令和５年度の取組状況

（令和６年１月末現在）

令和５年度の実施状況措　　置

(1)漁獲努力量の削減措置

　　② 小型ガザミの再放流

　　① 抱卵ガザミ（黒デコ）の保護

(3)漁場環境の保全措置

　福岡県において、漁場の環境を改善するため覆砂を実施。
また、環境省の事業で、有明海福岡県地先の漂流物の回収
を実施。
　熊本県において、漁場環境の改善のため、流木等を回収
する取組を実施。

　　④ 採捕禁止期間の設定

　日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第74号に基づ
き、有明海において、令和５年６月１日から６月15日までの
間、たも網その他のすくい網によるガザミの採捕を禁止し、抱
卵ガザミの保護を実施。

(2)資源の積極的培養措置 　関係県において、ガザミ種苗放流を実施。

　関係県において、採捕された抱卵ガザミ（黒デコ）の再放流
又は一時蓄養により抱卵ガザミの産卵機会の確保を実施。

　関係県において、小型ガザミの保護のため、採捕された全
甲幅長13cm以下のガザミの再放流を実施。

　　③ 軟甲ガザミの再放流
　関係県において、資源保護、漁獲物の価値向上を図るた
め、軟甲ガザミの再放流に努めることを実施。

(4)その他

　　① 各県による自主的取組措置

　上記措置よりも厳しい基準で自主規制に取り組んでいる漁
業・地区においては、引き続き資源管理の取組が後退するこ
とがないよう努め、漁業経営への影響に考慮しつつ、導入可
能なものから、随時、自主的な措置として取り組んでいくこと
とする。

［実施内容に関しては別紙参照］

　関係県において、マリーナ、フィッシャリーナ、釣具店、関係
漁協等におけるリーフレットによる広域資源管理方針の取り
組みの周知・協力要請を実施。

　　②広域資源管理方針の
　　　 取り組みの周知・協力要請
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県名 措置 各県による自主的取組内容

福岡県
休漁

サイズ

６月～８月の土曜日休漁

全甲幅長13㎝以下の再放流

佐賀県
休漁

サイズ

土曜日休漁

全甲幅長15㎝以下の再放流

熊本県
休漁

サイズ

許可期間中60日以上の休漁（刺網・一部地域）

全甲幅長13㎝以下の再放流

長崎県
休漁

サイズ

有明海における小型機船底びき網漁業において
○５月１日から８月15日の土曜日15時から24時間と第２及び第４
土曜日の翌日15時から24時間

○11月１日から２月28日（又は29日）の土曜日15時から24時間

○全甲幅長13㎝以下の再放流

8
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日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
七
十
七
号
□
案
□ 

   

漁
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
□

有
明
海
に
お
け
る
が
ざ
み
の
採
捕
に
つ
い
て
□
次
の
と
お
り
指
示
す
る
□ 

  

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会    

会
長 

田 

中 

栄 

次 

 
 

 
 

 

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
有
明
海
が
ざ
み
た
も
網
そ
の
他
す
く
い
網
の

採
捕
禁
止
期
間
に
係
る
委
員
会
指
示 

  １ 

指
示
の
内
容 

有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律

第
百
二
十
号
□
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
明
海
に
お
い
て
□
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
同

年
六
月
十
五
日
ま
で
の
間
は
□
た
も
網
そ
の
他
の
す
く
い
網
に
よ
り
が
ざ
み
を
採
捕
し
て
は
な

ら
な
い
□ 

 

２ 

指
示
の
有
効
期
間 

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
□
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す

る
□ 
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これは、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示による規制です。

水産庁九州漁業調整事務所
（問合せ先：TEL092-273-2004）

ガザミを採捕される皆様へ

有明海では、６月１日～６月１５日の間、
漁業者だけでなく一般の方もガザミをたも
網その他のすくい網で採捕することは禁止
されています!!

ガザミの採捕禁止
（6/1～6/15）

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県

1３cm以下

※周年、全甲幅長１３ｃｍ以下の小型ガザミの再
放流にも取り組んでいます。

11
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水産庁九州漁業調整事務所
（問合せ先：TEL092-273-2004）

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県

ガザミを採捕される皆様へ

ガザミ資源回復の取組を実施中

ガザミ資源の保護・回復にご協力を!!
有明海のガザミ資源は依然低位のまま

抱卵ガザミ(黒デコ)の保護

小型ガザミの再放流(全甲幅長1３cm以下)

有明海ガザミ広域資源管理方針 (令和３年3月18日公表)に基づき
資源回復のための取組として

①抱卵ガザミ(黒デコ※)の保護（再放流・一時蓄養）
②小型ガザミの再放流 (全甲幅長1３cm以下)
③軟甲ガザミの再放流に努める
④たも網その他のすくい網による採捕禁止（6/1 ～ 6/15）*

*漁業者だけでなく一般の方も採捕禁止
⑤種苗放流

などが行われています。

1３cm以下

皆様のご理解、ご協力をお願いします。

※ 黒デコとは、数日後にはふ化する受精卵（黒い卵）を持つ雌ガザミのこと。
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